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１. 経緯
　2004年10月に日本とハンガリーの両首相が会談し、ハンガリーと日本の関係強化のために日本・ハンガリー協力フォーラムが設立されましたが、より実効性のある事業を行うために、日本の代表的な企業11社が協力して資金を集め、ハンガリーにおける日本語教育の振興のために様々な事業を行うことになりました。このプログラムはその事業の一環です。
 
２．目的
ハンガリーの日本語教育振興のために有効な事業に対して援助をします。
 
３．対象、申請資格
１）ハンガリーの日本語教育に関係する、学校、大学などの教育機関、公益法人(Non-profit organization)などの団体で、ハンガリーにおける日本語教育振興のために必要な事業を行う意思があり、そのための計画を既に立てているもの。
２）上記の事業を計画に従って遂行する能力があり、援助を受けた事業の実施後に事業報告、会計報告を滞りなく国際交流基金に対してできる機関。
 
４.援助の内容
１）プロジェクト実施のための経費で下記に挙げる項目。援助対象となった項目については、会計報告の際に領収書の添付が義務付けられますのでご注意下さい。
旅費、謝金、会場借料、報告書などの資料作成費、その他基金が必要と認める経費
２）助成金は事業の終了後、事業報告書、会計報告書を審査した上で、適正と判断された後に助成金額を確定し、銀行振り込みをします。
 
５．援助の条件
１）申請は学校や大学、非営利団体、市の教育局、公益法人、又はそれらに付属の財団から提出すること。個人に対する助成は不可。申請する機関は、基金からの助成金を受け取ることができる銀行口座を有していること。
２）助成金の受け取りや使用に当たっては、ハンガリーの法律に違反しないこと。また、この事業を宗教や政治的な目的に利用しないこと。
３）この助成金を、助成金から生ずる利息を含めて、申請書に書かれた目的以外のことに使用しないこと。
４）助成対象機関は、事業の変更を行う場合は、基金ブダペスト日本文化センターに報告し承認を得ること。（但し軽微な変更を除く。）また、事業を中断したり、中止したりする場合、実施が困難になった場合もすぐに日本文化センターに報告すること。
５）助成を受けた事業に関する広報物、ＨＰなどには、日本・ハンガリー協力フォーラムからの助成である旨を明記すること。
６）基金ブダペスト日本文化センターが、助成を受けた事業や経理の状況について調査をする場合は、協力を依頼することがある。
７）助成対象機関は、助成対象事業に関わる収入、支出については、他の経理と区分して、領収書、証拠書類は常に提示できるように整理して、助成事業の終了から６年間保存してください。
８）助成金の申請書に不正な事実があった場合、この助成事業を中止、廃止した場合、継続して実施する見込みが無くなった場合、又はここに掲げる条件に反した場合は、決定を取り消すか、既に支払った助成金を返還を求める場合がある。
９）助成金を受けた事業の結果についての責任は全て申請機関が負うこと。
 
６．手続き
１）原則として事業開始の2ヶ月前には申請書を提出してください。
２）申請書の受領後、基金にて審査の上、助成金を出すに相応しいと判断した場合、助成金仮交付決定書を送付します。また、助成できない場合は不採用通知を送付します。
３）原則として、基金の職員が、事業実施時に事業の現場を訪れ、見学します。
４）事業終了後、1ヶ月以内に事業報告書、会計報告書、助成金にかかわる経費の領収書を提出して下さい。
５）それらを審査のうえ助成金額を確定し、決定（確定）通知書を送付すると共に、金額を銀行振り込み致します。
 
<実施過程>

＜事業開始2ヶ月前＞

 eq \o\ac(○,1)　申請　提出

 eq \o\ac(○,2)　仮決定通知、条件の送付

 eq \o\ac(○,3)　同意書　提出


＜事業終了後、1ヶ月以内＞


 eq \o\ac(○,4)　事業報告書、会計報告書、領収書

助成金支払い依頼書の提出


 eq \o\ac(○,5)　審査の上、助成金支払い決定(確定)通知の送付

 eq \o\ac(○,6)　送金（銀行振り込み）

７．備考
この件に関するお問い合わせは国際交流基金ブダペスト日本文化センター担当者：NIKOLENYI Gergely, nikolenyigergely@japanalapitvany.hu  にお願いします。
国際交流基金ブダペスト日本文化センター
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